
 

農福連携ビジネスプランコンテストおよび伴走支援委託業務 仕様書 

 

 

１ 概 要 

農福連携ビジネスプランコンテスト（以下、「農福ビジコン」という）の開催のほか、

プランが選定された事業者に対して、プランの実現に向けた伴走支援を実施するにあた

り必要な業務一式を委託する。 

 

２ 目 的 

この事業は農福ビジコンおよび伴走支援を実施することにより、『かっこいい・稼げる・

感動する』農福連携、林福連携、水福連携（以下、農福連携等という）にチャレンジし、

地域共生を目指す事業者の取組を促進することを目的とする。 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から翌年３月３１日まで 

 

４ 業務内容 

農福ビジコンの開催のほか、プランが選定された事業者に対してプラン実現やさらな

る発展に向けた伴走支援を行う。 

（１）農福ビジコンの周知・広報 

  ・参加対象者は、これから農福連携等に取り組むことを予定している、または、さら

に農福連携等の取り組みに磨きをかけたい福祉事業者および農林水産事業者とする

こと 

・広報に際しては、事業の実施意図を明確に伝えるとともに、農福ビジコンへの参加

意欲および農福連携等への興味が喚起されるよう、チラシ、ホームページ、SNS等

を活用し、効果的な広報を行うこと 

・広報の内容については、過去の農福ビジコンにおいて選定された事業者の取り組み

の紹介を含めること 

  ・事業に関しての説明会を１回以上行うこと（集合型・オンライン型問わない） 

  

（２）農福ビジコン参加者の募集 

  ・県と協議のうえ、適切な参加者の目標数を定め、農福ビジコンの参加者を募集し、

申請を受け付けること 

・申請された内容を精査し、県と協議のうえ参加者を決定すること 

  ・参加者の決定にかかる連絡等を行うこと 

 

（３）審査の実施 

・審査の実施にあたっては、広く意見を取り入れながら公平な審査ができるよう、審

査の内容（委員による審査、一般の事業者による審査等）や方法（審査会の開催、

オンライン投票の実施等）などを工夫すること 



  ・審査は２段階で実施するものとし、具体的な実施方法や審査基準等については、県と

協議のうえ決定すること 

・審査の過程において、参加者以外の福祉事業者や農林水産事業者にとっても有

益な情報を提供できるものとなるよう工夫すること 

  ・選定は２者までとすること 

  ・選定者に対し、支援金としてそれぞれ１，０００，０００円を支払うこと 

 

（４）伴走支援の実施 

  ・選定者に対する伴走支援の期間は令和９年３月３１日までとすること 

  ・伴走支援の内容は提案されたプランを実現し、さらに発展させていくための総合的

な支援のほか、伴走支援終了後（令和９年度以降）も継続して事業運営できるよう

事業者の基盤となる経営力を強化する視点も含んだものとすること 

 

４ 事業スケジュール 

  別表のとおり 

 

５ 実績報告 

委託事業が終了したときは、契約期間終了日までに実績報告書（活動内容および写真等）  

を障がい福祉課あてに１部提出すること。 

 

６ その他留意事項 

・受託者は、業務全般を監督する責任者を置くものとする。当該責任者は、県と協議し、

効率的かつ効果的に業務を遂行するものとする。 

・業務の実施に際してトラブル等が生じた場合、受託者は県に速やかに連絡し、県と連携

してその処理にあたるものとする。 

・その他、契約書、仕様書に記載されていない事項であっても、軽微な事項に限り、管理

上または運営上特に必要な業務については、県と協議のうえ、委託金額の範囲内で作業

内容を変更できるものとする。 

・契約書、仕様書に記載されていない事項については、障がい福祉課と協議のうえ進める

ものとする。 

・本業務により製作された資料等にかかる著作権、所有権等に関しては、原則として委託

料の支払いが完了したときをもって受託者から県に移転するものとする。  

 

７ 本仕様書の位置付け   

本仕様書は、受託者が実施すべき内容等について最低限度の基準を定めたものである。

よって、企画提案書の内容を踏まえ、実際の業務委託契約締結時には内容を変更すること

がある。  
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（別 表）


